
給付金の申請期限を延長・給付要件を緩和しました！

⚫ REVICが支給する給付金について、令和６年２月20日付で、給付金の申請期間の延

長及び給付要件の緩和等を行いました。

令和６年２月

お問い合わせ先：株式会社地域経済活性化支援機構
地域企業経営人材確保支援事業給付金事務局
TEL:03-6266-0450  E-mail:shugyo-kyufukin@revic.co.jp

地域企業経営人材確保支援事業給付金

REVICareer（レビキャリ）を活用して経営
人材を獲得した地域企業にREVICが支給す
る給付金

～ 地域企業経営人材確保支援事業給付金の制度改正について ～

地域企業経営人材確保支援事業給付金の
詳細はこちらの特設サイトから確認できます →

変更前 変更後

令和6年3月31日まで 令和7年2月14日まで

（１）給付金の申請受付期間の延長

変更前 変更後

大企業との間の雇用契約等の継続が必要
（大企業退職後の兼業・副業は不可）

大企業との間の雇用契約等の継続は不要
（大企業退職後の兼業・副業も可能に）

（２）兼業・副業型の大企業在籍要件廃止

変更前 変更後

１．雇用を確認する書類 ：雇用契約書
２．大企業の退職を確認する書類：退職証明書

１．雇用契約書（労働条件通知書も可）
２．退職証明書（離職票、源泉徴収票も可）

（３）確認書類の拡充

（４）給付申請時の必要書類を追加

給付対象企業が給付金を申請する際、特定金融機関からREVICに対して、「給付対象企業に経営人材が採用さ
れたことを確認した書類」（人材確認書）を提出することが必要になりました。

（転籍型の場合：赤字書類を追加）

（2024年4月1日以降の給付申請から赤字書類を追加）


